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― 資 料 ―

日本におけるハラール食
―京都の和食レストランへの調査―

中 尾 美千代 中 川 伸 子

Halal Certified Food in Japan An Examination of Restaurants in Kyoto

Michiyo NAKAO Nobuko NAKAGAWA

要 旨

海外から日本を訪れる観光客が増加している。訪日観光客が安心して快適に滞在で

きる環境を整えるためには，食への対応は重要である。とりわけ，東南アジアから訪

れるムスリム旅行者のハラール食への対応が急務となっている。

そこで，和食の中心ともいえる京都への調査を実施し，和食の「だし」に欠かせな

い鰹節の会社，和食レストラン等への調査を実施した。

本稿では，和食レストランが厳しい制限のあるムスリム旅行者への食事を提供して

いる実態調査を基に食文化について考察した。

キーワード：食文化，ハラール認証，和食，食事，ムスリム旅行者

序

「和食 日本人の伝統的な食文化」は，2013年12月に国際連合教育科学文化機関（UNESCO）

が決める無形文化遺産に登録された。食関連の無形文化遺産としては，それまでに「フランス

の美食術」「地中海料理」「メキシコの伝統料理」「トルコのケシケキ（麦がゆ）の伝統」が登

録されており，和食の登録は�番目である。文化遺産登録を機に，京都市では入国管理法で認

められていなかった日本料理店での外国人就労を可能とする特例措置を利用して，和食の良さ

を世界に伝える人材育成を進めることになった。また，京都府でも和食の調理技術や歴史，慣

習のほか，もてなしの心などを総合的に学ぶ高等教育機関の設置に乗り出した｡1)

日本食を海外に広める取り組みが進む一方で，日本には海外から旅行者の入国が増大してき

た。その大きな理由としては，日本政府による入国査証（ビザ）の緩和，格安航空会社の設立

や日本への就航などが挙げられ，とりわけアジア諸国から日本への旅行者が増大している。政

府は，観光立国の推進に向けて，2012年にはインドネシア及びマレーシアへの数次ビザの発給

を開始し，翌2013年には東南アジア�か国について，タイ，マレーシアにはビザ免除，ベトナ

ム，フィリピンには数次ビザの発給，インドネシアへは数次ビザの滞在期間延長を実施した｡2)

『観光白書』によれば，ASEAN（東南アジア諸国連合）の主要/か国（タイ，シンガポール，
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マレーシア，インドネシア，フィリピン，ベトナム）のいずれの国からも，訪日外国人旅行者

数は過去最高で，2014年度は合計160万人（対前年比39.1％増）であり，これら/か国からの

旅行者数は過去最高となっている｡3)

このような現状から，訪日外国人旅行者に和食を提供するための国内の取り組みにも積極的

な展開が見られる。日本を訪れる外国人は，日本文化の中の食にも強い関心を抱き，「日本に

来た際の観光目的は何でしたか？」の答えの�位は「日本食を楽しむ」であった。ラーメンを

はじめ関西では B級グルメと言われるお好み焼きやたこ焼きも人気ではあるが，伝統的な日

本食である寿司やすき焼きなどの日本食も人気が高い｡4) ところが，食を提供する側として

は，一層美味しく調理したものを提供していれば何も心配しなくてもよいのかと言えば，そう

ではない。そこには，大きな文化差が横たわっていたのである。

美味しい和食を提供しようと思っても，宗教的な戒律で「食べてはいけないもの」が存し，

それらを食材から排除しなければならなくなったのである。このような措置は，これまではお

おむね ASEAN諸国に進出している日本企業に勤務する現地社員であるムスリム（イスラム

教徒）の人々が日本に研修にきた時の食事への，すなわち少人数への配慮として必要であった。

しかし，現在のようにイスラム教圏からの旅行者が増えてくると，多人数に食事を提供するレ

ストランやホテルが，食に関しても宗教的配慮を無視できない状況になっている。ASEAN諸

国にイスラム教徒が多いことは，次の記述から確認できる。

「世界におけるイスラム教徒は，2010年に16億人を超え，2030年には世界人口の26％に達す

るといわれ―（中略）―�位インドネシア（�億人），�位パキスタン（�億7000万人），�位

インド（�億6000万人），�位バングラディッシュ（�億4000万人）｣5)というデータがあり，「マ

レーシアには総人口2934万人のうち，/割以上に達する1900万人のイスラム教徒が在住すると

いわれている（2012年時点）｣6)

以上のような現状の中，和食の中心地である京都の業務用かつお節製造会社がイスラム教の

法に則った「ハラール（halal ハラルとも表記するが本稿ではハラールとする）認証」を取得

したことを知り，調査を行った。また，京都にあるレストランチェーンの三条本店，及び老舗

京料理店が「ハラール食」を提供している現状を調査し，本稿では和食における「ハラール認

証」と「ハラール食」の報告をする。

�．「ハラール認証」について

「ハラール」とは，イスラム教のシャーリア法（イスラム法）で「許されたもの」を意味する。

「許されないもの」は，ハラーム（haram禁止されるもの）であり，この�つの間にはシュブ

ハ（syubhat疑わしいもの）が存在する。食品に関して言えば，「ハラール」はシャーリア法

に適合する方法で処理され，保存，輸送，流通，販売まで管理されたもので，ナジス（najs

不浄）とされる原材料を含まないことが条件である。ナジスは必ずしも現在の医学的・衛生的

な観点から不浄，または害になるという意味ではない。では，イスラム教にとって，ナジスと

されるものは何かというと，基本的にはアルコールと豚肉，豚肉由来の成分を含む食品（そし

て血液）である（図�）。近年は食品技術の進歩から，さまざまな加工食品にアルコールや豚
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る。

ムスリム旅行者の食事以外の不便ともいえる礼拝の場所についても，今回調査したレストラ

ンでは希望に応じて絨毯を敷く店もあれば，ほとんど考慮に入れていない店もあった。とりあ

えずは，食事が最も緊急の課題として浮かび上がっている。

(�)ハラール認証はビジネスチャンス

観光庁は，2015年0月に自治体，飲食店，商業施設，旅行業者に向けて，ムスリム旅行者に

対する受入環境の向上を進めるために，「ムスリムおもてなしガイドブック」を発行した。レ

ストラン向けには，「ノンアルコール」「ノンポーク」と料理ごとに記載するだけでも，ムスリ

ム旅行客は安心するなど図を多用した実践的な内容である。すべての事業者に対してのこのよ

うな告示は，東南アジアから急増する旅行者の受入が大きなビジネスチャンスに繋がることを

示唆し奨励するものである。

(�)多様な食文化の教育

学生が卒業後に，さまざまな業種，職種に就くことを考えれば，多様な食文化を教育に導入

する必要がある。とりわけ，海外の食文化については，単に食事に使用できない食材を伝える

だけでは不十分であり，食文化の背景にある歴史や宗教にも深く触れることになろう。
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